
2025年9月30日

業務名称：ウクライナ郵便局向けモジュール式郵便局の調達及び設置  

　（公告日：2025年9月12日　調達管理番号：25a00429）について、入札説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。

　　　　　　　　　　　　　　　独立行政法人国際協力機構

通番 該当頁 項目 訂正前 訂正後

11 P.17 第４　契約書（案） 第13条　受注者は、第10条第3項による検査に合格し、前条第4項の規定による確定金額の
決定通知を受けたときは、発注者に確定金額の支払を請求することができる。

第13条　受注者は、第9条第4項に基づき、検査合格の通知を受けることにより成果品を発
注者に引き渡したものとみなされたときは、発注者に契約金額の支払を請求することがで
きる。ただし、第13条の2に定める前金払を受けている場合は、確定金額から前金払の額を
減じた額を請求するものとする。また、確定金額が前払の額を下回るときは、当該前払の
額から確定金額を減じた額を、発注者の指示に基づき、発注者の定める期間内に返納する
ものとする。

12 第４　契約書（案） （前金払）
第13条の2　受注者は、発注者に対して、契約金額の10分の4相当額を限度とする前金払を
請求することができる。ただし、履行期間が12か月を超える場合には、履行開始日より12
か月以内の期間に履行する業務の対価の10分の4を限度とし、それ以降12か月ごとに同様の
扱いとする。

２　受注者は、前項により前金払を請求しようとするときは、前金払の額について、履行
期間を保証期間として、次の各号のいずれかに該当する保証の措置を講じ、保証書その他
当該措置を講じたことを証する資料を発注者に寄託しなければならない。

(１)公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定す
る保証事業会社の保証
(２）銀行又は発注者の指定する金融機関等の保証

３　発注者は、前二項の規定による前金払の請求があったときは、審査のうえ、請求書を
受領した日から起算して30日以内に前払金を支払うものとする。

４　本業務の内容の変更その他の理由により履行期間を延長した場合は、受注者は、直ち
に、第2項に基づく保証の措置に係る保証契約を変更し、変更後の保証書を発注者に寄託し
なければならない。なお、受注者は、本業務の進捗が契約金額に占める前金払の割合を超
えると判断される場合は、発注者に対し、寄託した保証書の返却に係る協議を申し入れる
ことができる。

５　受注者は、第2項及び前項の規定による保証書の寄託に代えて、電子情報処理組織を使
用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当該保証契約の相手方が定
め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合においては、受注者は、当該保
証書を寄託したものとみなす。

６　受注者は、発注者から支払を受けた前金払金を本業務以外の用途に使用してはならな
い。

説明書の訂正


